
丹波篠山市大山荘の里市民農園　収支及び利用状況の推移

１．施設運営に係る収支 （単位：円）

R2 R3 R4 R5 R6

滞在型農園 6,449,822 6,759,419 6,766,200 6,440,633 6,448,802

小舎付農園 803,584 832,456 771,984 738,520 726,210

青空農園 259,965 324,048 318,033 365,256 395,517

施設利用料 2,200 0 0 0 0

7,515,571 7,915,923 7,856,217 7,544,409 7,570,529

3,087,305 3,104,461 3,610,340 3,871,319 3,834,864

41,050 38,865 56,788 55,488 41,588

1,030 0 9,830 4,960 0

117,443 119,232 103,299 121,072 137,466

231,790 194,114 151,931 242,718 236,216

118,600 100,200 100,800 99,600 156,200

324,433 468,880 452,775 290,247 401,711

23,940 31,043 19,924 28,650 32,162

26,144 45,029 52,654 97,058 107,570

88,000 77,600 0 401,130 0

247,939 174,390 250,653 662,360 585,140

783,501 264,000 0 231,000 0

10,000 20,000 20,000 10,000 10,000

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

10,000 0 53,363 33,084 0

1,700,000 2,580,000 2,500,000 220,000 830,000

7,611,175 8,017,814 8,182,357 7,168,686 7,172,917

（単位：円）

R2 R3 R4 R5 R6

127,419 136,667 318,054 340,656 428,829

31,815 34,776 28,075 727,970 951,398

３．利用状況（延べ人数） （単位：人）

R2 R3 R4 R5 R6

1,688 1,796 1,790 1,510 1,210

1,445 1,716 1,905 1,723 1,579

1,035 1,476 1,728 1,802 1,595

4,168 4,988 5,423 5,035 4,384

項目

２．自主事業に係る収支

※令和8年度以降、農園敷地に係る土地賃借料は市から地権者へ支払いを行いますので、
「管理運営に係る収支内訳書（様式４）」作成に当たっては、賃借料の項目では計上しな
いでください。ただし、市への納付額は、市が負担する土地賃借料相当額である８０５，
０００円を下限とします。

項目

滞在型農園

小舎付農園

青空農園

合計

収入

（共益費（R4～）、販売収入、

作業収入等）

支出

（イベント費用、原材料費等）

雑費

市への納付金

支出計

修繕費

設備改修費

負担金・会費

土地賃借料※

備品購入費

項目

利用料金

収入

収入計

人件費

福利厚生費

会議費

通信費

消耗品

公租公課

需用費（光熱水費）

燃料費（農機具用）

農園整備費
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大山荘の里市民農園　令和６年度人件費内訳

①事務職員給料（事務・会計作業全般） ②作業職員賃金（除草・清掃・耕うん等の作業）

摘要 支払月 支払金額 摘要 支払月 支払金額

4月分勤務手当 5月 67,067 4月分作業賃金 5月 234,735

5月分勤務手当 6月 106,330 5月分作業賃金 6月 264,853

6月分勤務手当 7月 80,290 6月分作業賃金 7月 234,893

7月分勤務手当 8月 113,383 7月分作業賃金 8月 215,693

8月分勤務手当 9月 93,039 8月分作業賃金 9月 172,516

9月分勤務手当 10月 96,565 9月分作業賃金 10月 275,183

10月分勤務手当 11月 132,913 10月分作業賃金 11月 244,668

11月分勤務手当 12月 94,938 11月分作業賃金 12月 228,936

12月分勤務手当 1月 93,310 12月分作業賃金 1月 173,601

1月分勤務手当 2月 97,650 1月分作業賃金 2月 172,516

2月分勤務手当 3月 100,905 2月分作業賃金 3月 174,143

3月分勤務手当 3月 106,873 3月分作業賃金 3月 129,658

1,183,263 2,521,395

③草刈等作業賃金（臨時的作業に対する賃金）

摘要 支払月 支払金額

草刈作業賃金 6月 19,250

草刈作業賃金 8月 6,600

草刈作業賃金 8月 16,500

草刈作業賃金 9月 9,900

9月分作業賃金 11月 27,500

10月分作業賃金 11月 43,946

高土手整備賃金 2月 6,510

130,206 3,834,864①～③合計

合計②合計①

合計③
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滞在型農園

１号 使用中

２号 使用中

３号 使用中

４号 使用中

５号 使用中

６号 使用中

７号 使用中

８号 使用中

９号 使用中

１０号 使用中

１１号 使用中

１２号 使用中

１３号 使用中

１４号 使用中

１５号 使用中

小舎付農園

E-1 空き

E-2 空き

E-3 使用中

E-4 使用中

E-5 使用中

E-6 空き

E-7 使用中

E-8 空き

E-9 使用中

E-10 使用中

E-11 使用中

F-1 使用中

F-2 使用中

F-3 使用中

F-4 使用中

F-5 使用中

F-6 使用中

F-7 使用中

F-8 使用中

F-9 使用中

F-10 使用中

F-11 使用中

F-12 使用中

青空農園

A-1 空き

A-2 使用中

A-3 使用中

A-4 使用中

A-5 使用中

A-6 使用中

A-7 空き

A-8 空き

A-9 使用中

A-10 使用中

A-11 空き

A-12 使用中

A-13 使用中

A-14 使用中

A-15 使用中

A-16 使用中

A-17 使用中

A-18 使用中

A-19 使用中

A-20 使用中

A-21 使用中

A-22 使用中

A-23 使用中

大山荘の里市民農園 区画配置及び利用状況
市からの提示資料５

滞在型農園

種類 バリアフリー 和室 洋室

床面積 ４７．５㎡ ４７．５㎡ ４５．５㎡

農園面積 １００㎡ １００㎡ １００㎡

棟数 ２棟 ９棟 ４棟

小舎付農園

床面積 10．５㎡

農園面積 １5０㎡

棟数 ２3棟

青空農園
50㎡×23区画

指定管理者管理農園
総面積1250㎡・7区画
一部学童農園として利用

管理棟兼体験実習館
木造一部鉄骨造平屋建 210.06㎡
事務室、給湯室、男女更衣室、
シャワー室、トイレ、研修室

• 滞在型は平均して年に2～3
件の新規利用希望があり、
毎年抽選を行っている。

• 基本利用期間は5年間だが、
継続利用希望の場合は満了
者も抽選に参加可。



令和8年1月26日

丹波篠山市長　酒　井　隆　明

（担当者）　農都創造部農都政策課　伊藤

TEL   079-552-1114（直通)　 

FAX　 079-552-2090

Eメール　norin_div@city.sasayama.hyogo.jp

　丹波篠山市大山荘の里市民農園の指定管理者募集に係る質問について、下記のとおり回答します。

（質問内容） （回答内容）

指定管理者募集要項について

1 7の（2）利用料金制度で令和8年7月から令和9年
3月の施設管理に必要な経費は、市が指定管理料
として指定管理者に支払います。とあるが、そ
の支払日はいつになるのか。

令和8年7月1日付で年度協定を締結した場合、令
和8年7月下旬の支払いとなる予定です。

2 7の（3）修繕費等の取扱いについて、昨今の情
勢を鑑みて修繕等に要する費用の小規模・大規
模金額の見直しは考えているか。

現在、見直しは考えていません。

3 7の（4）管理口座について、金融機関の指定は
あるのか。

金融機関の指定はありません。

4 8 市が指定管理者に支払う指定管理料について
の（1）市への納付金についてで、年度決算にお
いて収入が支出を上回った場合、その上回った
額を市へ納付するとあるが、利益が出た分全額
を市へ納付するということか。

市への納付金額は、指定管理者からの提案をも
とに協議により決定します。様式4「管理運営に
係る収支予算書」により納付金額を提案してく
ださい。なお、金額の算出にあたり、法人等の
運営に係る一般管理費は支出に含めることがで
きます。

5 逆に年度決算で収入が支出を下回った場合はど
うなるのか。指定管理者負担なのか、市が負担
してくれるのか。

収入が支出を下回った場合の不足額については
指定管理者の負担となります。ただし、不可抗
力によって発生した費用の負担については市と
指定管理者で協議を行い、合理性の認められる
範囲で市が負担することとなります。（基本協
定書案第33条）

6 9 自主事業について、自らの責任と費用なのに
なぜ市の承認を得る必要があるのか。

自主事業の目的や内容が施設の設置目的の範囲
内であるか判断するためです。施設の設置目的
外の事業であると判断された場合、不承認又は
目的外使用許可申請を求めることとなります。

7 自主事業による収益は全額指定管理者のものに
なるのか。

当施設に係る自主事業収入は原則として指定管
理者に帰属します。ただし、事業内容によって
は施設の管理運営費に充てることもできます。

8 10月末に行われている収穫祭は自主事業なの
か、市の事業なのか。

自主事業です。

回　　答　　書

質問・回答内容は第1回公募（令和７年１２月～
令和８年２月）時点のもの
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（質問内容） （回答内容）

9 10 指定管理者と市との責任分担、リスク分担
で、施設の法的管理の目的外使用許可とある
が、目的外使用とは具体的にどのような使用な
のか。

大山荘の里市民農園の設置及び管理に関する条
例（以下「条例」という。）第1条に定めのある
施設の設置目的の範囲外の使用をいいます。目
的外使用にあたるかどうかは個別判断となりま
す。

10 16の（3）で業務及び経理の状況に関し、定期的
に報告を求め、業務等の実施状況を確認するた
め、実地に調査し、必要な指示をすることがで
きるとあるが、今まで実際に調査や指示をする
ことはあったのか。

市では、適切かつ確実なサービスの提供が確保
されているかを確認するため、指定管理施設の
モニタリングを毎年実施しており、これに伴う
指定管理者への聞き取り等の調査を実施してい
ます。これまでに当施設について調査に基づき
改善等の指示をしたことはありません。

11 また、実際に調査や指示があった場合、市民へ
の報告・告示されるのか。

上記モニタリングの結果はモニタリングレポー
トとして公表しています。改善等の指示を行っ
た場合には、その内容をレポートに記載し公表
します。

指定管理業務仕様書について

12 4　開園日時等は指定管理者が指定できるのか。 休館日・開館時間は条例に定められています
が、市長の承認を得れば変更することができま
す。

13 8の（3）の②の業務報告で半期毎に報告書を作
成し、翌月10日までに市に提出とあるが、期間
が短すぎるのではないか。

原則、仕様書に記載のとおりの提出となります
が、期限までの提出が難しい場合は相談に応じ
ます。また、業務報告書の提出を求めない場合
もあります。

市からの提示資料について　他

14 利用状況内で延べ人数が記載してあるが、何を
元に算出されているのか。

農園利用状況日誌をもとに集計されています。

15 人件費で事務職員・作業職員の給与の時給等は
施設管理者が決めているのか。

お見込みのとおりです。

16 区画配置及び利用状況（市からの提示資料5）の
農園等の空き状況はどの時点で更新されている
のか。

令和7年12月現在の空き状況を反映しています。

17 使用者の退去等があった時点で指定管理者が市
へ報告しているのか。

新規利用や退去等について、都度市へ報告いた
だく必要はありません。

18 公募者がいなかった場合、管理運営は誰がする
のか。

指定管理者が決まるまでの間は、市が管理運営
を行います。

19 再公募かけるのか。 今回の公募において指定管理者の選定に至らな
かった場合は、再度の公募もしくは指定管理者
の指定手続き等に関する条例第5条の特例（特定
指定）の方法により指定管理者を選定します。
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